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柏市立富勢西小学校 
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令和５年 ５月１日改定 

 

１ いじめに対する基本理念 

（１）いじめの定義 

いじめとは，「当該児童生徒と一定の人間関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的

な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものも含む。）であって，該当行為の

対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。なお，起こった場所は学校

の内外を問わない。調査においては，個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は，表

面的・形式的に行うことなく，いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。 

 

（平成２５年度 文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」）抜粋 

上記の考え方のもと，全ての教職員が「いじめは，どの学校でも，どの学級でも起こりうる

ものである」という基本認識をもち，対応する。また，いじめ防止対策推進法の遵守といじめ

問題の対応にあたり，正確に丁寧な説明を行い，隠蔽や虚偽の説明を行わず，誠意をもって対

応する。 

（２）インターネットを通じて行われるいじめ 

インターネットいじめとは，携帯電話やパソコンを通じて，インターネット上のウェブサイ

トの掲示板などに，特定の児童の悪口や誹謗・中傷を書き込んだり，メールを送ったりする方

法によりいじめを行うと定義する。 

このようなネット上のいじめについても，他のいじめと同様に決して許されるものではなく，

ネット上のいじめの特徴を理解した上で，早期発見・早期対応に向けた取組を行う。ただし，

当事者（書き込みされた被害者，書き込んだ加害者，場を提供しているサービス業者）ではな

いため，削除や発信者情報開示は代行しないこととする。 

（３）重大事態について（いじめの重大事態の調査に関するガイドライン 文部科学省 平成

２９年３月 より抜粋） 

① 児童生徒が自殺を企画した場合 

② 心身に重大な被害を負った場合 

③ 金品等に重大な被害を被った場合 

④ 精神性の疾患を発症した場合 

⑤ いじめにより転学等を余儀なくされた場合 

２ 学校いじめ対策組織 

（１）生徒指導委員会 



① 構成 

生徒指導主任を中心として，管理職，教務主任，全学級担任，教育相談コーディネーター，

特別支援教育担任，学校運営協議会委員，養護教諭，ＰＴＡ会長，学校医で構成する。緊急時

においては，上記のメンバーだけではなく，スクールカウンセラー・スクールソーシャルワー

カーも要請する。日常的な業務については，校内の生徒指導部会が担当する。 

② 役割 

月１回情報を収集し，職員会議において全教職員で問題行動を有する児童の現状や指導につ

いての共通理解を図る。緊急時の対応においては，必要に応じて校内での委員会を開催する。 

いじめ対策チーム （生徒指導委員会） 

                          

                                 

                  

                                                 

                                                          

                                       

                          

 

 

 

 

 

 

 

３ いじめの未然防止 

（１）児童・保護者への啓発活動 

日頃生じる様々な事態については，学年・学級での指導及び全校での指導を徹底する。全校

指導は，全校朝礼や校内放送等の機会を活用する。全校児童に「いじめは絶対に許されないこ

とであり，見て見ぬふりをすることも，間接的にいじめに加担することになる」ことを，教育

活動全体を通じて周知する。 

保護者に対しては，授業参観において道徳や特別活動の授業を展開し，命の大切さや友達の

大切さについての指導を通じて，学級や学校での取り組みを理解してもらう。また，校長の発

行している「学校だより（はちの子）」においても継続的に啓発する。 

（２）教職員の意識の向上 

教職員の差別的発言や児童を傷つける発言等，心ない不適切な発言や行動，体罰がいじめを

助長することを，日頃から意識づける。 

＜構成員＞ 

校長，教頭，教務主任，生徒指導主任 

学級担任，教育相談コーディネーター 

特別支援教育担当，養護教諭，スクールカウンセラー，

スクールソーシャルワーカー，学校運営協議会委員 

保護者・地域との連携 

各種関係団体 

調査班 

担任，生徒指導主任，養護教諭 

対応班 

担任，専科教員，サポート教員 

緊急対応会議 

内部組織 

特活部会・研究推進委員会 



（３）わかる授業の展開 

生徒指導の機能を重視した「わかる授業」の展開に努め，児童一人一人が自己決定できる場

面を設定し，自己肯定感を高める取り組みに努める。 

（４）児童の取り組み 

児童会が中心となり，ふれあい活動（異学年交流）を行う。また，道徳の授業における「い

じめのない世界へ」の中で，発達段階に応じて，「おたがいを思いやること」について，自分の

こととして考える。そして，それを学校生活に生かしていく。 

 

４ いじめの早期発見 

（１）アンケートの実施 

全校児童に対して，年間に５回（１学期２回，２学期２回，３学期１回）いじめアンケート

調査を実施する。アンケート結果をもとに，担任が当該児童と個別に面談し，状況によっては

教育相談担当や養護教諭，管理職とも面談を重ねる等，組織で対応する。アンケート等の保存

期間は，児童生徒や保護者から，長期間の経過後にいじめ重大事態の申し立てがなされること

もあり得ることを踏まえ，国のガイドラインや柏市立小中学校の管理規則に則り，５年保管と

する。 

（２）教育相談の実施 

児童については，校舎内に設置している「相談ポスト」で，いつでも相談できるようにする。

また，保護者の教育相談は常時受け付ける。相談内容によってはスクールカウンセラーと連携

して対応に当たる。 

（３）日常的な取組 

児童の発言や行動に目を配り，いじめの早期発見に努める。気になる言動がみられた場合，

毅然とした態度で適切な指導を行う。 

 

５ いじめの相談・通報体制 

（児童） 

・主な窓口は学級担任及び養護教諭，生徒指導主任，教頭 

・直接相談できない児童には，「相談ポスト」の活用を周知し，担任・担任外に関わらず 

相談したい職員を指名して相談ができるようにする。 

（保護者） 

・常時相談を受け付ける。養護教諭及び教育相談担当者，教頭が対応する。 

 ・保護者には，保護者会等で，具体的事例に即して法第２条の「いじめの定義」の共通理

解を促し，どんな小さないじめも初期段階から見過ごさない姿勢を共有する。 

６ いじめを認知した場合 

 （いじめを受けた児童への対応） 

  一次対応（緊急対応） 



   ①いじめの事実関係を正確に把握する。 

   ②いじめを受けた児童の安全を確保するとともに，全面的な支援（心のケア）をする。 

   ③校長及び関係職員，保護者に把握した事実と今後の対応を伝える。 

  二次対応（短期対応） 

   ④保護者や関係機関等と連携を図りながら，いじめを受けた児童を支援する体制を整え

る。 

  三次対応（長期対応） 

   ⑤いじめを受けた児童の学級及び集団への適応を促進する。 

 

 （いじめを行った児童への対応） 

  一次対応（緊急対応） 

   ①いじめの事実と経過を，複数の教師で確認する。 

   ②校長，関係職員及び保護者に把握した事実関係を正確に伝える。 

  二次対応（短期対応） 

   ③いじめの態様等により指導方針を立案し，職員間の共通理解を図る。 

  三次対応（長期対応） 

   ④規範意識の育成や人間関係づくりの改善に向けて継続的に指導する。 

 

７ 情報提供 

当該児童への確認，周囲の児童や保護者等，第三者への確認をし，児童の個人情報の扱いに

十分留意した上で，正確な情報を提供する。いじめられた児童や保護者の心情を考慮し，より

よい解決を図るとともに，いじめた児童には事の重大さを認識させ，よりよい解決方法をとも

に考えさせる。併せて家庭での指導も依頼する。 

 

８ 指導 

（１）いじめられた児童・いじめを知らせた児童 

・ 安心して学校に登校できるよう，養護教諭やスクールカウンセラーと連携し，継続的に支援

を行う。児童の苦痛を取り除くことを最優先とし，迅速な対応をする。 

・ 最後まで守り抜く姿勢や秘密を守ることを伝え，心の安定を図るようにする。 

（２）いじめている児童・傍観者となっている児童 

・ いじめに至った心情やその状況などについて十分に話を聞き，いじめをした児童の背景にも

目を向けるようにする。 

・ 心理的な孤立感を与えないように配慮する一方で，毅然とした態度と粘り強い指導を行い，

いじめが人として許される行為ではないことを認識させる。 

・ 見て見ぬふりをする行為もいじめを肯定していることについて理解させ，いじめを許さない

という態度や心情の育成に努める。 



 

９ 重大事態への対応 

生命又は身体の安全がおびやかされるような重大な事案が発生した場合は，事実を正確に把

握し，慎重かつ迅速に対応する。 

       

                                         

 

 

・ 教育委員会の指導のもと，柏警察署（７１４８－０１１０）や柏児童相談所等の関係機関と

連携し，対応に当たる。 

・ 事案によっては，学校すべての保護者に説明する必要の是非を判断し，当該児童や保護者の

同意を得たうえで，緊急保護者会を開催する。 

・ 外部との窓口は一本化し，教頭が対応する。 

 

10 公表・点検・評価について 

・ 児童や保護者から得たいじめアンケートを分析し，実態に応じた対応をとる。 

・ 学校が実施する年度末の教育課程の反省において，本校のいじめ基本防止方針を振り返り，

改善点を話し合って次年度に生かすようにする。 

・ いじめ対策チームを中心として，組織が有効に機能しているかについて定期的に管理職によ

る点検と評価を行い，児童や地域の実態に応じた取組を展開する。 

・ 教職員に対しては，いじめ対応への様々な手法や指導方法を身につけるための研修を実施し，

具体的な事例研究を計画的に行う。 

 

１１ 改定等履歴 

改定等年月日            概要 

令和３年４月１日 ２ 学校いじめ対策組織 

 保護者・地域との連携（学校評議員削除） 

５ いじめの相談・通報体制 

 主な窓口の部分，生徒指導主任を追加 

 

令和４年４月１日 ２ 学校いじめ対策組織 

① 構成 教務主任 学校運営協議会委員を追加 

   音楽専科 学校評議員を削除 

いじめ対策チーム＜構成員＞ 特別支援教育担当を追加 

（１） 児童・保護者への啓発活動 

教育委員会 

指導課・児童生徒課 
いじめ発見者 校長，教頭，担任 

生徒指導主任 



 「友だち」を「友達」に訂正 

令和５年４月２７日 １いじめに対する基本理念 

（２）インターネットを通じて行われるいじめについて 

 書き込みの削除に関する文追加 

（３）重大事態について を追加 

２（１）①構成について 「教育相談担当」を「教育相談コーディネ

ーター」に変更・スクールソーシャルワーカーを追加 

４ いじめの早期発見 

（１）アンケートの実施について 保存期間に関する文を追加 

５ いじめの相談・通報体制 いじめの定義の共有に関する文を追加 

 


